
　国民健康保険税　税率改定案　【平成３０－３４年度】

決算額 見込・推計額→
市町村標準保険料率

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

所得割 （％） 6.30 6.30 7.20 8.09 8.98 9.87 10.77 

資産割 （％） 16.00 16.00 - - - - -

均等割 （円） 28,000 28,000 31,420 34,840 38,260 41,680 45,100 

平等割 （円） 28,500 28,500 28,740 29,080 29,420 29,760 30,100 

課税限度額 （円） 890,000 890,000 890,000 890,000 890,000 890,000 890,000 

８億６７５１万円 ８億４４５１万円 ８億７５５８万円 ９億２７２５万円 ９億９９３７万円 １０億６９４９万円 １１億３８５４万円

８億２９２８万円 ８億１７５万円 ８億３１１９万円 ８億７０６９万円 ９億３８４１万円 １０億４２５万円 １０億６９０９万円

9,770人 9,410人 9,399人 9,277人 9,157人 9,039人 8,922人

８万８７９４円 ８万９７４７円 ９万３１５７円 ９万９９５２円 １１万２８５円 １１万９５５２円 １２万９６６２円

３４１０円 ６７９５円 ９１８６円 ９１８２円 ９２９１円

３．８％ ７．３％ ９．２％ ８．４％ ７．９％

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

所得割： 改定率（％） 0.90 0.89 0.89 0.89 0.90 

均等割： 改定額（円） 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 

平等割： 改定額（円） 240 340 340 340 340 

　国保事業費納付金の納付に必要な保険税収を確保するため、「市町村標準保険料率（平成３０年度仮算

定）」を参考に保険税率を改定します。改定にあたっては、国保加入者の保険税負担が急激に上がらないよ

う５年間かけて段階的に引き上げます。

　ただし、平成３１年度以降については、年度ごとに算定される国保事業費納付金及び市町村標準保険料率

に合わせて内容を見直していきます。

　国保事業費納付金の納付にあたり保険税収が不足する分は、法定外繰入金で補うこととしますが、税率改

定による税収増により削減を図ります。

【一般被保険者分】

保険税　調定額

保険税　収入額

一般被保険者数

１人あたり
保険税　調定額

前年中の所得額×所得割率

国保加入者１人につき定額

世帯ごとに定額

税率等

前年度からの増加額

資料１

　この税率改定案による保険税収
の増加見込額は、約２億３９８１万
円となります。


